
船舶事故等調査報告書 

平成２７年８月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４仙第８４号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年９月２１日 ０５時３０分ごろ 

発生場所 新潟県上越市直江津港 

直江津港第３東防波堤灯台から真方位０２２°６００ｍ付近 

（概位 北緯３７°１３.２２′ 東経１３８°１６.４９′） 

事故等調査の経過 平成２６年９月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 遊漁船 謙
けん

信
しん

丸、９.７トン 

   ２１１－１４６６６新潟、個人所有 

Ｂ ミニボート （船名なし）、５トン未満（長さ約２.４ｍ） 

   なし、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 操縦者Ｂ、操縦免許なし 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（操縦者Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首船底外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾外板に亀裂等 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客１４人を乗せ、船長Ａが

操舵室において操船を行い、‘直江津港沖防波堤北灯台と直江津港第

３東防波堤灯台で形成された防波堤入口の中間点’（以下「防波堤入

口の中間点」という。）付近を、約８～９ノットの対地速力で手動操

舵により北東進して釣り場に向かった。 

船長Ａは、釣り場に到着した後、海上保安庁の訪船を受け、Ａ船の

船首部に付着した塗料を認め、後日、同塗料がＢ船の塗料と同種であ

ることを知らされた。 

Ｂ船は、操縦者Ｂが１人で乗り組み、知人（以下「同乗者」とい

う。）１人を乗せ、防波堤入口の中間点付近で船首を南方に向けて釣

りのため錨泊中、操縦者Ｂが、船尾側で船尾方を向いて釣りをしてい

たところ、接近する機関音が聞こえ、右舷方から接近するＡ船に気付

き、手を振って大声で呼び掛けたものの、平成２６年９月２１日０５

時３０分ごろＢ船の右舷船尾部にＡ船の船首部が衝突した。 

操縦者Ｂは、衝突の衝撃で落水し、左肩に打撲を負ったが、自力で

Ｂ船に戻った。 

Ｂ船は、自力で直江津港内の出発地点に戻り、操縦者Ｂが携帯電話



で海上保安庁に通報した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 その他の事項 船長Ａは、レーダーを０.２５海里レンジで作動させていたが、視

界が良かったので、目視で見張りを行っていた。 

船長Ａは、ふだん、防波堤入口の中間点付近で釣りをしている船を

見掛けなかったので、他船はいないものと思い、港口となる沖防波堤

北東端付近を見ていた。 

操縦者Ｂは、前回の釣りを防波堤入口の中間点付近で行ったとこ

ろ、釣果があったので、本事故時も防波堤入口の中間点付近で釣りを

行っていた。 

操縦者Ｂ及びＢ船の同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、直江津港内を北東進中、船長Ａが、防波堤入口の中間点付

近に他船はいないものと思い、港口となる沖防波堤北東端付近に注意

を向け、見張りを適切に行っていなかったことから、錨泊中のＢ船に

気付かずに接近し、衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、防波堤入口の中間点付近で釣りのため錨泊中、操縦者Ｂが

接近するＡ船に気付き、手を振って大声で呼び掛けたものの、Ａ船と

衝突したものと考えられる。 

操縦者Ｂは、前回の釣りで釣果があったことから、他の船舶の交通

の妨げとなるおそれのある防波堤入口の中間点付近で錨泊していたも

のと考えられる。 

原因 本事故は、直江津港において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が釣りのため

錨泊中、船長Ａが、防波堤入口の中間点付近に他船はいないものと思

い、港口となる沖防波堤北東端付近に注意を向け、見張りを適切に行

っていなかったため、Ｂ船に気付かずに航行し、また、操縦者Ｂが防

波堤入口の中間点付近で錨泊していたため、両船が衝突したことによ

り発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操船者は、自身の経験から他船の有無を憶断することなく、見張

りを適切に行うこと。 

・船舶の往来が予想される防波堤の入口付近では、錨泊して釣りを

行う等の行為を慎むこと。 

 


